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こ
れ
ま
で
、
公
的
年
金（
遺
族

年
金
、
障
害
年
金
、
老
齢
年
金
、

労
災
年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）受

給
者（
子
ど
も
が
受
給
す
る
場
合

を
含
む
）は
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
平
成
26
年
12
月
以

降
は
、
年
金
受
給
額
が
児
童
扶
養

手
当
よ
り
低
い
人
に
限
り
、
そ
の

差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
人
は
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

◉❶
父
母
が
離
婚
し
た
子
ど
も
を
養

育
し
て
い
る
祖
父
母
で
、
低
額
の

老
齢
年
金
を
受
給
し
て
い
る
た

め
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人

❷
母
が
死
亡
し
た
父
子
家
庭
で
、

子
ど
も
が
低
額
の
遺
族
厚
生
年
金

を
受
給
し
て
い
る
た
め
、
児
童
扶

養
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
人

❸
母
子
家
庭
で
、
離
婚
後
に
父
が

死
亡
し
、
子
ど
も
が
低
額
の
遺
族

厚
生
年
金
を
受
給
し
て
い
る
た

め
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
―
―
な

ど　

※
❶
〜
❸
は
一
例
で
す
。

年
金
証
書
、
年

金
額
改
定
通
知
書
な
ど
の
年
金
関

係
書
類
、
認
め
印
、
振
込
先
口
座

通
帳（
申
請
者
名
義
の
も
の
）を
持

参
し
、
市
役
所
総
合
支
所
市
民
課

窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い（
※

ご
家
庭
の
状
況
に
よ
り
、
こ
れ
以

外
に
必
要
書
類
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）

◉❶
手
当
額
＝
申
請
者
お
よ
び
同

一
生
計
の
扶
養
義
務
者
の
所
得

に
よ
り
手
当
額
が
決
ま
り
ま
す
。

子
ど
も
３
人
の
場
合
、
最
高
で

４
万
９
０
２
０
円
／
月（
第
１
子

分
４
万
１
０
２
０
円
、
第
２
子
加

算
５
千
円
、
第
３
子
以
降
加
算

３
千
円
／
人
）で
す
が
、
年
金
受

給
者
は
年
金
額
を
月
額
換
算
し
た

額
を
差
し
引
い
て
受
給
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
所
得
が
制
限
額
を

超
過
す
る
、
ま
た
は
年
金
額
と
の

差
額
が
発
生
し
な
い
人
は
手
当
の

支
給
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

❷
支
給
開
始
月
＝
申
請
月
の
翌
月

分
か
ら
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
法
改
正
に
伴
う
特
例
措

置
が
あ
り
ま
す
の
で
該
当
者
は
平

成
27
年
３
月
31
日
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
26
年
12
月
１
日
よ
り
前
に

受
給
要
件
に
該
当
し
て
い
た
人
＝

平
成
26
年
12
月
分
か
ら
さ
か
の

ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
る
特
例
措
置
が

あ
り
ま
す
▼
平
成
26
年
12
月
１
日

か
ら
平
成
26
年
２
月
28
日
ま
で
の

間
に
受
給
要
件
に
該
当
し
た
人
＝

受
給
要
件
に
該
当
し
た
月
の
翌
月

分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ

る
特
例
措
置
が
あ
り
ま
す

❸
支
給
日
＝
年
３
回
、
４
月
、
８

月
、
12
月
の
11
日（
11
日
が
土
日

祝
祭
日
の
場
合
は
直
前
の
平
日
）

に
直
前
４
カ
月
分
の
手
当
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
福
祉
事
務
所
子
育
て

支
援
課
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民

課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
福
祉
事
務
所
子
育
て
支
援
課

（
児
童
福
祉
係
）

☎
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▼
各
総
合
支
所
市
民
課（
市
民
係
）
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が
ん
患
者
を
元
気
に
す
る
講
演

会
「
杉
浦
貴
之
ト
ー
ク
＆
ラ
イ
ブ

IN
登
米
」
を
開
催
し
ま
す
。
28
歳

の
時
に
が
ん
を
宣
告
さ
れ
、
余
命

半
年
と
言
わ
れ
た
杉
浦
さ
ん
が
、

人
間
の
無
限
の
可
能
性
を
伝
え
る

笑
い
あ
り
、
涙
あ
り
の
ラ
イ
ブ
ト

ー
ク
で
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
の
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

12
月
20
日（
土
）
午
後
２

時
〜
４
時（
午
後
１
時
30
分
開
場
）

ホ
テ
ル
サ
ン
シ
ャ
イ
ン

佐
沼

１
２
０
人（
先
着
順
）

無
料

電
話
、
フ
ァ

ク
シ
ミ
リ
、
メ
ー
ル12

月
15
日（
月
）

市
民
生
活
部
健
康
推
進
課（
地
域

包
括
医
療
推
進
係
）
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死kenkosuisin@
city.tom

e.
m
iyagi.jp
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